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建築物エネルギー消費性能適合性判定物件における留意事項

１．省エネ適判物件における建築確認完了検査までの留意事項

２．軽微な変更の確認方法

３．建築物省エネ法説明会情報(H30年度)

４．当センターの「建築物省エネ法適判」関係掲載場所



１．省エネ適判物件における建築確認完了検査までの留意事項

 国土交通省HP「ホーム>政策・仕事>住宅・建築>住宅>建築物省エネ法のページ」に掲載

 「建築物省エネ法説明会～適判における疑問点と対処法の紹介～」

  https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/30shoene-qa

◎おさらい

※登録省エネ判定機関

では、「省エネ基準へ

の適合性判定」の業務

は行うが、現場検査は

行わないことに注意。

軽微な変更とならない

省エネ上の変更「計画

変更」(根本的な変更)

とは。
・建築基準法上の用途の変更

・モデル建物の変更

・評価方法の変更

(標準法⇔モデル法の双方)

※要するに

「再申請」です。

軽微な変更とは。

ルートＡ：省エネ性能が向上する変更。(建物の高さ、面積、外周⾧の減少など)

ルートＢ：一定の範囲内で性能が低下する変更。(外皮性能低下、効率低下、消費電力増など)

ルートＣ：再計算によって基準適合が明らかな変更。(ルートＢの「一定の範囲内」を超えた場合等)

※軽微な変更が「ルートＣ」の場合は、指定確認検査機関への完了検査申請と併せて、登録省エネ

 判定機関が交付した「軽微変更該当証明書＋関連図書」の提出が必要となります。

※当センターで、省エネ適判の交付を受けた場合は、「関連図書」部分の提出は不要とします。



注意： 空調室外機の冷暖房能力に変更は無いが、採用メーカーの変更や代替え更新機種等に

より、消費電力が当初の計画値から変わっている場合があるため注意が必要となる。

（送風機の電動機出力、照明器具の消費電力、給湯器のエネルギー消費量など）

他、開口部(ガラス部分)を「日射遮蔽型⇔日射取得型」双方からの変更なども注意。



２．軽微な変更の確認方法

国立研究開発法人建築研究所ＨＰ

「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」

https://www.kenken.go.jp/becc/index.html

※熱貫流率「増」、効率「減」、出力･消費量等「増」などが、省エネ性能低下となる変更。

着色セル部分の数値が一定の範囲内か確認する

変更後(今回)

入力値欄

変更前(当初)

入力値欄



３．建築物省エネ法説明会情報(H30年度)

建築物省エネ法説明会事務局ＨＰ

～適判における疑問点と対処法の紹介～
 https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/shoene-b-doc

建築物省エネ法説明会情報(H30年度)

建築物省エネ法説明会 ～適判・届出のフォローアップ～

https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/shoene-a-doc



４．当センターの「建築物省エネ法適判」関係掲載場所
https://www.mkj.or.jp/download/

建築物エネルギー消費

性能適合性判定業務の

申請に関する様式等

は、当センターＨＰの

「ダウンロードセン

ター」から確認できま

す。

中略

※「軽微な変更説明書」は、軽微な変更(ルートA･B･C)のいずれの場合でも提出が必要です。

確認セミナー資料が掲

載されています。

※完了検査は、「指定

確認機関」として行う

ため、左記赤枠の書類

は「確認検査」の分類

となります。

省エネ適判関連

完了検査の申請と併せ

て提出してください。

省エネ適判物件では

「工事監理報告書」の

提出は必須です。


